
 

令和元年７月１日（月）午後２時 

大阪広域水道企業団 

経営管理部総務課（総務グループ） 

 電 話 06-6944-6045（直通） 

 ＦＡＸ 06-6944-6868 

 
 

大阪広域水道企業団議会議員の選出について 
 

 大阪広域水道企業団規約第５条及び第６条の規定に基づき、下記のとおり企業団議会議員

が選出されましたので、お知らせします。 
 

記 
 

１．企業団議会議員 
 

議員名 選出市町村 議員名 選出市町村 議員名 選出市町村 

渕上
ふちがみ

 猛
たけ

志
し

 

堺 市 

池添
いけぞえ

 義春
よしはる

 寝 屋 川 市 畑
はた

 謙
けん

太朗
た ろ う

 藤 井 寺 市 

伊豆丸
い ず ま る

精二
 せいじ

 山本
やまもと

 一男
か ず お

 河内長野市 松尾
ま つ お

  武
たけし

 東 大 阪 市 

吉川
よしかわ

 敏文
としふみ

 河内
か わ ち

  徹
とおる

 松 原 市 竹田
た け だ

 光
みつ

良
よし

 泉 南 市 

井本
い も と

 博一
ひろかず

 豊 中 市 大束
おおつか

 真司
し ん じ

 大 東 市 島
しま

  弘一
こういち

 四 條 畷 市 

前田
ま え だ

  敏
さとし

 池 田 市 早乙女
さ お と め

 実
みのる

 和 泉 市 三浦
み う ら

美代子
 み よ こ

 交 野 市 

池渕
いけぶち

佐知子
 さ ち こ

 吹 田 市 川上
かわかみ

加津子
 か づ こ

 箕 面 市 中谷
なかたに

 清
せい

豪
ごう

 阪 南 市 

貫
かん

野
の

幸
 こう

治郎
じ ろ う

 泉 大 津 市 奥山
おくやま

  渉
わたる

 柏 原 市 永谷
ながたに

 幸弘
ゆきひろ

 豊 能 町 

灰
はい

垣
がき

 和美
か ず み

 高 槻 市 今井
い ま い

 利三
と し み

 羽 曳 野 市 長尾
な が お

 義和
よしかず

 能 勢 町 

籔内
やぶうち

 留
とめ

治
じ

 貝 塚 市 福田
ふ く だ

 英彦
ひでひこ

 門 真 市 松井
ま つ い

 匡
まさ

仁
ひと

 忠 岡 町 

田中
た な か

 慎二
し ん じ

 八 尾 市 安藤
あんどう

  薫
かおる

 摂 津 市 原
はら

   明美
あ け み

 田 尻 町 

野口
の ぐ ち

 新一
しんいち

 泉 佐 野 市 山敷
やましき

  恵
めぐみ

 高 石 市 阪口
さかぐち

  寛
ひろし

 太 子 町 

 

２．就任日      令和元年７月１日 
 
＜参考＞ 

 大阪広域水道企業団規約抜粋 

第５条 企業団の議会の議員（以下「企業団議員」という。）の定数は、33人とする。 

２ 企業団議員は、構成団体の議会の議員の中から選挙する。 

３ 前項に規定する選挙の方法は、構成団体の長が共同して推選することによりこれを行う。 

  第６条 企業団議員の任期は、当該構成団体の議会の議員としての任期による。 

  ２ 企業団議員が構成団体の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。 

  ３ 企業団の議会の解散があったとき、又は企業団議員に欠員が生じたときは、前条の規定に 

より、速やかにこれを選挙しなければならない。 


